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平成22年度末の浄化槽の普及状況について

平成23年 9月 1日(木)
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今年度調査においては、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県の3県
において、調査不能な市町村があるため、今年度は調査対象外としています。

平成22年度末における浄化槽の普及人口は、1,059万人であり、平成21年度末の
普及人口(平成21年度末については全国で 1,124万人、3県を除いた場合は 1,058万

人)と比較して1万人、率にして 0.09%増加しました。

また、浄化槽普及人口の総人口に対する割合(普及率)は、8.74%(平成21年度末に

ついては全国で普及率 8.84%、3県を除いた場合は 8.72%) となりました。

浄化槽は、主に各戸ごとに設置され、し尿と台所・浴室等から排出される生活雑排水

とを併せて処理する施設です。その特長としては、極めて短期かつ比較的安価に設置で

きること、河川の自然浄化能力が活用でき水量確保に役立つこと等が挙げられ、家屋が

散在する地域における生活排水対策の有効な手段です。

1. 汚水処理施設及び浄化槽の普及状況

環境省、農林水産省及び国土交通省の三省は、平成8年度から合同で汚水処理(三省

がそれぞれ所管する浄化槽とコミュニティ・プラント、農業集落排水施設等、下水道に

よる処理)の普及状況を公表しています。

平成22年度末の汚水処理施設に係る普及人口は 10,531 万人、普及人口の総人口に

対する割合(普及率)は、86.9% でした。このうち、浄化槽の普及人口は 1,059万人、

普及人口の総人口に対する割合(普及率)は、8.74 % でした。(表1及び図1参照)

なお、都道府県別の浄化槽及びコミュニティ・プラントの普及状況を表2に示します。
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2. 浄化槽の特長

浄化槽は、家庭の生活排水(し尿及び雑排水)を、主として各戸ごとに処理し、近傍

の公共用水域等に放流するものですが、その特長は次のとおりです。

(1)処理性能が良い。

・生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率90%以上

放流水のBOD が 20 mg/1以下

(2) 設置費用は5人槽で 84万円程度と比較的安価である。

(3) 設置に要する期間は1週間から10日程度であり、投資効果の発現が極めて早い。

(4) 地形の影響を受けることなく、ほとんどどこにでも設置できる。

(5) オンサイトの処理システムであるため、河川の水量確保とともに、水循環に支えら

れて多様な生態系を維持することが可能であり、環境保全上健全な水循環に資する。

(6) 小河川の自然浄化能力を活用できる。

3. 浄化槽の設置整備

環境省(旧: 厚生省)は、昭和62年に浄化槽設置整備事業(旧:合併処理浄化槽設

置整備事業)を創設し、浄化槽を設置しようとする住民に対し、設置費用の補助を行

っている市町村を対象に補助を行ってきました。

また、平成6年度に市町村自らが設置主体となり浄化槽の面的整備を推進する浄

化槽市町村整備推進事業(旧:特定地域生活排水処理事業)を創設しました。本事業

は、市町村による確実な維持管理が行われること等から、環境省としても、その推

進に注力しているところです。特に平成14年度補正予算からは、浄化槽による汚

水処理施設の整備が下水道などの集合処理に比べて経済的、効率的である地域を対

象とするなど、大幅な補助対象要件の緩和を行っています。平成23年度の実施市

町村は 272 市町村となっており (表3参照)、今後とも本事業の一層の推進を図って

いきます。

さらに、平成22年度から、省エネ型浄化槽を整備する浄化槽市町村整備推進事

業において、一定の要件に合致する場合、助成率を従来の3分の1 から 2分の1

引き上げる「低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業」を設け、浄化槽整備の一層の

推進を図ることとしています。
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